
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）
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規

則

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一

○
福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

一

規

則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
知
事

等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

及
び
福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
六
十
九
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
島
県
規
則
第
八
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
感
染
症
防
疫
等
作
業
手
当
の
特
例
）

３

技
能
労
務
職
員
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
令

和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
県
民
の
生
命
及

び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
緊
急
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
あ
つ
て
知
事
が
定
め
る
も
の
に

従
事
し
た
と
き
は
、
感
染
症
防
疫
等
作
業
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
第
九

条
第
三
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
千
六
百
八
十
円
（
専
ら
作
業
又
は
業
務
に
従
事

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
月
に
つ
き
七
千
五
百
円
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
千
円
」
と
す
る
。

別
表
第
三
備
考
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に

関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
の
規
定
は
令
和
二
年
二
月
一
日

か
ら
、
別
表
第
三
の
規
定
は
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

２

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び

勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に

よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
人

事

課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
号

福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

六
年
福
島
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

福
島
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
次
に
掲
げ
る

申
請
等

ア

第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
請

イ

第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

別
表
第
一
の
七
の
項
を
削
り
、
八
の
項
を
七
の
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
情
報
政
策
課
）

福
島
県
規
則
第
七
十
一
号

福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

福
島
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
八
年
福
島
県
規
則
第
九

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
第
六
十
六
条
第
一
項
の
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
六
条
第
五
項
第
二
号
」
を
「
第
六
十
条
第
五
項
第
二
号
」
に
改
め
、

同
条
第
三
号
中
「
昭
和
四
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
第
七
条
第
二
号
ウ
の
さ
し
網
に
よ
り
営
む

漁
業
」
を
「
令
和
二
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
刺
し
網
漁
業
」
に
改
め
、

同
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
二
号
カ
の
固
定
式
さ
し
網
に
よ
り
営
む
漁
業
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
八
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号
の
固
定
式
刺
し
網
漁
業
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
七
条
第
二
号
ケ
の
小
型
定
置
に
よ
り
営
む

漁
業
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
十
一
号
の
小
型
定
置
漁
業
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
第
百
十
条
第

一
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

「住
所

「住
所

様
式
第
一
号
（
そ
の
１
）
中

を

氏
名

印

」

氏
名

に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、

」

同
様
式
中
備
考
３
を
削
る
。

「組
合
名

「組
合
名

様
式
第
一
号
（
そ
の
２
）
中

を

代
表
者
氏
名

印

」

代
表
者
氏
名

に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

」

「住
所

「住
所

様
式
第
二
号
中

を

氏
名

㊞

」

氏
名

に
改
め
、
同
様
式
備
考
３
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日
本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
同

」

様
式
中
備
考
４
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
水

産

課
）
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